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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年７月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２４年３月２９日 ０７時００分ごろ 

発生場所 三重県四日市市磯津漁港南東方沖 

四日市市所在の磯津港南防波堤灯台から真方位１３６°４,７００ｍ付

近 

（概位 北緯３４°５３.７′ 東経１３６°４１.０′） 

事故調査の経過  平成２４年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 旭
あさひ

丸、６.４４トン 

 ＭＥ２－５４７８（漁船登録番号）、個人所有 

１２.２３ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、昭和５２年１１月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年７月１１日 

免許証交付日 平成２３年６月６日 

（平成２９年２月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

損傷 全損（廃船処理） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、磯津漁港東方沖の漁場において、平成

２４年３月２９日０７時ごろ３回目の貝桁網漁の引き網を始め、南西方向

に約４.２～４.５ノットの対地速力で網を引いていたとき、船体が右舷側

に傾き、さらに、甲板上に置いてあった「活かし」と称する活魚用の水槽

が右舷側に移動して傾きが大きくなり、海水が流入して平成２４年３月２

９日０７時００分ごろ右舷側から転覆した。 

船長は、ふだんは網を引く場所を注意して選んでいたが、本事故発

生当時は工事で砂を掘った場所で網を引いたため、網に砂をかき込ん

だものと思った。 

 船長は、転覆により海上に投げ出され、船底を上にして浮いている本船

にはい上ろうとしたが、救命胴衣が妨げになって上れないので、救命胴衣

を脱いで船底にはい上り、救助を待った。 

 船長は、付近を通り掛かった船舶に発見され、同船が四日市海上保安部

に通報し、巡視艇に救助されて病院に搬送されたが、負傷等はなかった。 

 本船は、僚船により磯津漁港にえい
．．

航された。 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 本船は、「活かし」と称する活魚用の水槽を船首甲板上に２個、船尾甲

板上に２個置いていたが、甲板上に固定していなかった。 

 船尾甲板上に置いた大きい水槽は、家庭用の浴槽ほどの大きさがあり、

海水が約９分目入っていた。  

分析 

 

 

 

 

 

 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、磯津漁港南東方沖の漁場において、貝

桁網を引いていた際、桁網に海底の砂をかき込ん

だことから、船体が傾き、甲板上の活魚用の水槽

が移動して傾きが増し、海水が流入して転覆した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、磯津漁港南東方沖の漁場において、貝桁網を引いて

いた際、桁網に海底の砂をかき込んだため、船体が傾き、甲板上の活魚用

の水槽が移動して傾きが増し、海水が流入して転覆したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・貝桁網を引く際は、桁網に海底の砂をかき込まない場所を選定するこ

と。 

 ・活魚用の水槽を甲板上に置く場合は、移動しないように固定するこ

と。 

 

 




